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第2にこの協定の経済的・政治的意義である c

第 1に，石油やガス生産物の販売会社や植民地時代に

設立された多くの会社などが国有化されてからまだ l」も

浅いのにアメリカの会社とこのような協定がなされたこ

とは，アルジェリアは，国家利益の必要性によってある

限度内での外国賽本の導人を認めていることを、衣味ナ

る。しかしそれは長い柏民地時代の経済l川発の遅れを 1い1

復し，またそれを妨けるような外1且1企業のIKI内への浸透

を排除する方向においてなされており，そのためには投

資を認められる外国資本は最も迅速な商業利潤をもたら

し，またより少ないtt用のものであることが必要である

国・打化，すなわち企架を国家の監1附ドにおし、てそ (I)出

転向とはかることは，国家紆済発I]もの最も良い方法とさ

れてきたが，国有化の対象となる企裳とは・灯的な利益

を追求する企業であって，フーメディエンは，相互の利

益となる企業を排斥するものでないと述へている その

立場に枯づいてア 1レジ．，リアでは新投資法，財政協定，

技術協定がなされてきている，

協定についてし、えは，この (;ETTY とし、レ）外国賓本

との協力は， SON.¥TR¥Cllが先に締結した 1¥LFOR,

J¥U;EO, ALTR.t¥, ASCOOP, CREPS, CAl¥1EL, 

SOTHRA, ぉtひ SOPE(;などとの協定とは異なった

観，点のもとになされているといえるだろう 3 すなわち囚

仔化以後になされた協定は，国有化という政策に規定さ

れてそのもつ意義にかなりの疫化がみられる，

第2に，協定の経済的・政治的應義であるが，今まて

の石油消費国あるいは石油会社と生産国との諸協定をみ

ると，それらの協定は使用料や利権の値切り交渉の結果

のようなものであ 9)たし， または先に結ばれた不‘りな利

潅料への反動のようなものであった3

しかし (;ETTYとの協定は，第 1に配当がアルジ，こ

リアに有利であり，第 2に利権は産油国アルノェリアに

すこぶる有利で 88%対［2%となっていることであるー＇

ヒフティ・ヒフティの利権のあり方がかちとられてから

久しいが， こ0)ような配分率は初めてのこどである

また GETTY との協定に閑して SO'.'IATR1¥CHが

ぃ9 ，さいの権限をまかされているが，協定はliiに両者の

間ばかりではなし、（アルジェリア政府とアメリカ政府は

(;ETTYとS(JNATR八CHが協定を結んだ後「アルン

ェリアにおける CETTY伍油会社の石油の凋府，生廂

活動に関する議定，け」を結んでいろ

CETTYどS(）NATlい (1lば，連'i的と参加者・o'）役‘|JI,

川政と労働契約，商品化，犬然ガスの価格安定に関する

協定を結び，両政府間では会社と価格，権利譲渡の取り

きめ，調停と仲裁，解散の場合の取りきめを結んでいる。

このような協定と議定書が他のアラブ諸国に及ぼす影

嗚は， 88％対12％の比率とともに大きいといえるだろう。

IV 

以 L::Jンゴでの貸，原閲発のありかに，モロッコの上要

廂業てある燐鉱石産業に対するモロッコの今後の方針，

およびアルシェリアにおける石油について，その中心的

閲発機関と新しい石油協定のもつ意義を述べてきた。

アフ 11カにお＼ズば資源の支配，開発，販売の態様は

さまざまである，しかし鉱産物を経済開発の中心とする

IIlにおけるその政策は，接収・国有化・国営と 1n]じよう

な国家介人の形によって示されている。それに応じて衰

油に関するさまざまの法律が制定されているが，そこに

みられるのは資油に対する主権の確立という大きな流れ

である， （凋ft研究部）
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●外国人の来訪

(1) l月14~（火）
H. W. Arndt (Prof. of Economics, The Australian 

National Univ.)が来所3 次の諸事項について懇談

した C)

｛l¥ I!本におけるインドネシア研究の現状について

（ど） 当研究所英文出版物について

(3) H本における中国関係出版物の入手状況につい

て

121 l月21H （火）

Alan L. Mackay (Prof., Birkbeck College, Lon-

(lon)が技術と経済成長について討論のため来所。

●おもな人事異動

押 1i： 染谷経治

II9欠米先進囚の発展途上国に対する投資」に関する

現地調在のため11{｛和14年 3月151l.1:で香港ほか 12り

国へ出曲を命ずるし 昭和44年 1月23H付け
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